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∽∽∽----------------------------------------------------------∽∽∽ 

神奈川宣言ネットワークは、環境への取り組みに関するさまざまな情報交換 

を通じて、主に地方自治体や NGO 等による環境配慮活動を促進することを目 

標に、神奈川県と持続可能な都市のための 20％クラブ（事務局：地球・人間 

環境フォーラム内）が協力して進めるものです。神奈川宣言に賛同した自治 

体、20％クラブ会員自治体およびワークショップ参加自治体等へお送りして 

います。 

∽∽∽----------------------------------------------------------∽∽∽ 
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１．「福島県における商業まちづくり施策」（福島県） 

 

福島県においても他の地方都市と同様に、モータリゼーションの進展に伴う 

大型店の郊外立地や公共施設の郊外移転が増加し、県内の中心都市でさえ、 

市街地における都市機能の集積の低下・空洞化が近年進んでいる。 

 

2001 年ごろから中心市街地の核となる大型店の閉店が相次ぎ、県として 

強い危機感を持つ事態となったため、中心市街地の再生に向け、まずは 

県民等の意見を聴くことからスタートした。2001 年度に県内 13 ヵ所で 



「まちづくり懇談会」を開催し、そこでのさまざまな意見を踏まえ、 

県として中心市街地再生に関する２つの大きな方向性を打ち出した。 

１つは、県の中心市街地再生に関する事業を「集う」「商う」「住まう」 

の３つの視点で再構築し、総合的な施策展開を図ること。もう 1 つは、 

大型店の立地に対する市町村の枠を超えた調整方法について、県として 

検討を行うとしたことである。その後、2003 年度の有識者による福島県 

広域まちづくり検討会で、「立地に関するビジョンの策定」と「個別 

調整の仕組みの導入」が提言された。そしてこれをもとに 2004 年度から 

条例制定に向けた具体的作業を行い、2005 年１０月、「福島県商業まち 

づくりの推進に関する条例」（略称：商業まちづくり推進条例）が公布された。 

 

今後も福島県では、この条例の制定だけにとどまることなく、人口減少 

社会や高齢化社会とそれに伴う社会・経済環境の変化を勘案しながら、 

先述の５つの基本的考え方に基づいた県づくりの実現に向け、取り組みが 

進められる予定である。 

 

◇取り組みに関する詳細はこちら 

→http://www.kanagawadeclaration.jp/Hukushima.htm 

 

 

 

２．「コンパクトで住みよいまちづくりを目指して」（青森市） 

 

青森市は昭和 40 年代以降、地価の安い郊外へ人口流出より市街地の 

分散化が進んできた。中心市街地の空洞化や既成市街地の低密度化・ 

高齢化の進行、郊外地域の開発に伴う自然環境の喪失といった 

新たな都市問題が発生している。 

さらに多雪都市である同市にとっては、郊外開発がむやみに進む 

ことは除排雪経費など都市機能の維持にかかる費用の増大という 

課題も同時にもたらしている。 

 

こうしたなか、1996 年に市は施策全般の指針となる長期総合計画を策定、 

さらに 1999 年にこの計画の具体化・実現化を図るため「青森市の都市計画に 

関する基本的な方針－青森都市計画マスタープラン」を策定した。 

 

この中で市は「雪国としてのハンディを極力軽減した快適な都市生活」 



「おいしい水・きれいな空気といった自然の恵みを享受できる都市生活」の 

提供などを目指すとともに、その都市づくりの方向性を、「都市機能の 

分極化から統合化へ」あるいは「都市の拡大・分散化から質的な充実・ 

集約化へ」と定めた。そして都市づくりの基本理念を「コンパクトシティ 

の形成」とした上で、その主柱となる具体像として「雪に強い都市」 

「高齢・福祉社会に対応した都市」「環境に優しい都市」「災害に強い 

都市」「効率的で快適な都市」を掲げた。 

 

 

◇取り組みに関する詳細はこちら 

→http://www.kanagawadeclaration.jp/Aomori.htm 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 

【20％クラブでは、会員自治体の取り組み情報・新規会員を募集しています】 

 

 ▼会員自治体の方へ：新しい環境への取り組み情報をお寄せ下さい 

 

 会員自治体さんからの新しい取り組みに関する情報をお待ちしています。 

ユニークな取り組みについては、今後ニュースレター等で紹介させてい 

ただきます。 

 

 ▼加入自治体を募集しています 

 

 20％クラブは、積極的な環境施策に取り組む国内 41 自治体、海外 26 自治体が 

加入する、国際的なネットワーク組織です。情報交換を今後より一層進める 

ため、積極的な環境施策を進める都道府県・市町村の新規加入をお待ちして 

います（20％クラブの設立経緯、活動内容、会員サービス内容等に関しては 

下記 HP ご参照下さい）。 

 

 ◆20％クラブとは？ 

 →http://www.shonan-inet.or.jp/~gef20/J/20introj.htm 

◆20％クラブ会員自治体リスト 

 http://www.shonan-inet.or.jp/~gef20/J/memberlistj.htm 

 ---------------------------------------------------------------------- 



 ※掲載内容の印刷、ウェブ上での複製・転載等はご相談下さい（お知り合いや 

  ML へのメールでの転送は歓迎です）。内容に関するご意見・ご質問は下記事 

  務局まで。 

 

 □■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 編集・発行／持続可能な都市のための 20%クラブ事務局 

 

 （財）地球・人間環境フォーラム内 

 〒105-0001 

 東京都港区虎ノ門 1－18－1 虎ノ門 10 森ビル 5 階 

 TEL:03-3592-9735  FAX:03-3592-9737 

 E-mail:michiko_amano@nifty.com 

 【20％クラブ】 

 URL:http://www.shonan-inet.or.jp/~gef20/ 

 【神奈川宣言ネットワーク】 

 URL:http://www.kanagawadeclaration.jp/ 
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